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１．承諾関係書類簡素化のポイント

●⽬的
承諾関係書類の簡素化を図るとともに、書類の電⼦化、遠隔臨場やWEB会議の活⽤により、受発注者間
双⽅の働き⽅改⾰の推進を図る。

●適⽤
令和6年4⽉1⽇以降に公告する⼯事から適⽤。

●対象⼯事
デザイン・ビルド⽅式を除く予定価格が３億円（税込み）以上の機械設備⼯事。
ただし、低⼊札価格調査を経て落札に⾄った⼯事を除く。

●基本事項
1）全ての⼯事関係書類の提出・承諾等は、「JS-INSPIRE 」を活⽤し、原則として電⼦データで管理

することを⽬指す。
2）受注者及び監督職員は、⼯事関係書類に添付する資料について、必要最⼩限かつ簡潔にすることに

努める。
3）監督職員は、過度な説明資料の作成や添付を受注者に求めない。

・添付資料は、原則として既存の図⾯や資料を活⽤する。（内容が確認出来ることが重要）
・⼀般仕様書、標準仕様書及び監督職員が⼊⼿することができるカタログ等のコピーは添付しない。
受発注者間の役割分担の例
【発注者】設計照査の結果により⽣じた計画の⾒直し（⽐較検討表の作成を含む）、図⾯の再作成、

構造計算の再計算、追加調査等。※受注者に作成を指⽰する場合は、その費⽤を発注者が負担する。
【受注者】設計照査の結果を説明するための資料作成。（現地配置図、設計図書との対⽐図、取り合い図、施⼯図等）

4）受注者と監督職員の各種打合せは、 「JS-INSPIRE 」上に保存された電⼦データを活⽤する。
（WEB会議等を積極的に活⽤する）

5）法令等に規定された書類の作成は適正に⾏う。
6）作成を求めていない書類で、受注者の社内で必要とされる⼯事関係書類は、その作成を妨げない。

また、本ガイドで提出を求めていない書類でも、受注者の意思で提出された場合は、その受領を
妨げるものではない。（例えば、提出された書類に添付を求めていない書類が含まれていても、
それを抜いて再提出させる、といったことは不要である） 1
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２．「機器設計製作図書」の提出⽅法

○機器設計製作図書の⽬次は、「機械設備⼯事必携（施⼯編）「機器設計製作図書の承諾申請書」作成要領（
付則6）」に基づいて作成し、監督職員に提出する図⾯および書類の構成について承諾を受ける。

〇機器詳細図は、機器の構造、使⽤材料および標準付属品が標準仕様書（特記仕様書を含む）に適合している
ことが確認できる図⾯、検討書（計算書を含む） で構成する。

〇機器の製作は、⽬次（機器詳細図の構成を記載したもの）、機器詳細図のうち全体組⽴図、性能曲線（特定
⾵⽔⼒機器に限る）について監督職員の承諾を得た段階で、着⼿することができるものとする。

〇監督職員の承諾を得た場合には、機器詳細図（全体組⽴図、性能曲線（特定⾵⽔⼒機器に限る）を除く）の
全部または⼀部を機器設計製作図書として改めて提出する必要はない。

〇上記の機器詳細図は、標準仕様書（特記仕様書を含む）に適合していることが確認できる図⾯、検討書（計
算書を含む）として完成図書に添付する。

機器設計製作図書の提出

完成図書の作成

機器製作の承諾

機電合同打合せ

注1)全体組⽴図、性能曲線（特定⾵⽔⼒機器に限る）とする。
注2)機械基礎ボルトにあと施⼯アンカー（接着系）を使⽤する場合、耐震計算についてはあと施⼯アンカー（接着系）

で検討を⾏う。
注3)本⼯事の受注者は、機電合同打合せの資料として電気設備⼯事の受注者に電⼦データを提出する。

⽬次、フローシート、発注・製作仕様対⽐表、機器製作仕様書、仕様変更申請書、機器詳細図注1）、
主要機器設計計算書注2）、配線・結線図注3）、動⼒負荷及び接点表注3）、運転操作説明書注3）、⼯事銘
板製作図、給油・給脂リスト

機器名称、機器配置、配線・結線図、動⼒負荷及び接点表、運転操作説明書の確認

全体配置図、配置平⾯図、配置断⾯図および機器詳細図は、監督職員の承諾を受けた⽬次に記載され
た図⾯、検討書（計算書を含む）を提出する。

注4)⽬次、全体組⽴図、性能曲線（特定⾵⽔⼒機器に限る）とする。

機器詳細図注4）、発注・製作仕様対⽐表、機器製作仕様書、仕様変更申請書、主要機器設計計算書
および機電合同打合せに関する打合せ簿を確認。
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２.１機器設計製作図書の提出における「JS-INSPIRE」の活⽤

機器設計製作図書の提出

•⽬次と提出⽅針の協議
•対象機器等及び材料
•検査⽇

機電合同打合せ

完成図書の作成

機器製作の承諾

【選択する決裁ルートは、JS-INSPIRE活⽤マニュアルによる】
• 添付書類は、機器単位で各項⽬ごとに必要となる図⾯、書類等をPDFファイルとしてまと

める。
• JS-INSPIRE の「機器設計製作図書の承諾申請書」を選択し、JS-INSPIRE の⼯事打合せ簿

（鑑）に直接、協議内容（提出⽇）を記述する。この⼯事打合せ簿に「機器設計製作図書
」を貼り付け、決裁ルートを選択して発議する。

• 決裁（電⼦押印）等されたものは「機器設計製作図書の承諾申請書」に⾃動格納される。

【選択する決裁ルートは、JS-INSPIRE活⽤マニュアルによる】
• JS-INSPIRE の「機械設備設計製作打合せ議事録」を選択し、JS-INSPIREの⼯事打合せ簿

（鑑）に機電合同打合せの議事録および各種打合せ資料を貼り付け、決裁ルートを選択し
て発議する。

• 機電合同打合せの議事録を監督職員が確認し、承諾する。
• 決裁（電⼦押印）等されたものは「機器設計製作打合せ議事録」に⾃動格納される。

【選択する決裁ルートは、JS-INSPIRE活⽤マニュアルによる】
• JS-INSPIRE の「機器設計製作図書の承諾申請書」を選択する。JS-INSPIREの⼯事打合せ

簿（鑑）に「機器承諾図書」を貼り付け、決裁ルートを選択して発議する。
• 決裁（電⼦押印）等されたものは「機器設計製作図書の承諾申請書」に⾃動格納される。
• JS-INSPIRE上に保存された承諾済みの機器設計製作図書をもって、完成図書を作成する。

• JS-INSPIRE 上に保存された「発注・製作仕様対⽐表」「機器設計製作図書の承諾申請書
」「仕様変更申請書」「機器製作に関する計算書（耐震計算含む）」および「機械設備設
計製作打合せ議事録」に格納された書類を確認する。

• 書類の確認をもって承諾とし、機器の製作を指⽰する。

•打合せ資料
•打合せ⽇

•確認書類
•確認⽇
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２.２「機器設計製作図書」のまとめ⽅

〇提出書類は、PDFに変換して提出する。
〇提出書類は、図-1のとおり機器単位で各項⽬ごとにまとめて提出する。
〇各項⽬に該当する書類は、全ての書類をまとめて提出することが難しい場合には複数回に分けて提出する

ことができる。ただし、機器に関する図⾯はその限りではない。
〇「機器設計製作図書（第1回）」では、⽬次とフローシートを提出して監督職員に⽬次構成（提出図⾯、書

類等の構成が確認できるもの）の承諾を受ける。

●
●
●

配線・結線図
機器A〜J

動⼒負荷及び接点表
機器A〜J

運転操作説明書
機器A〜J

仕様変更申請書
機器A〜J

主要機器設計計算書
機器A〜J

⼯事銘板製作図
機器A〜J

給油・給脂リスト
機器A〜J

⽬次
フローシート

機器A
⽬次
機器・製作仕様対⽐表
機器製作仕様書
機器詳細図：全体組⽴図
監督職員が提出を求めた図⾯

機器B（特定⾵⽔⼒機器）
⽬次
機器・製作仕様対⽐表
機器製作仕様書
機器詳細図：全体組⽴図、性能曲線
監督職員が提出を求めた図⾯

機器J
⽬次
機器・製作仕様対⽐表
機器製作仕様書
機器詳細図：全体組⽴図
監督職員が提出を求めた図⾯

⽬次は、構成について監督職員
の承諾を受ける。

各機器単位での提出
書類は、まとめて提
出する。

機電合同打合せの資料と
して、電気設備⼯事の受
注者に提出する。
打合せ結果は、打合せ簿
を作成して提出する。

承諾図書は、完成検査
⽇が確定してから提出
する。
（銘板に記載する⽇付
が確定してから）

各機器単位での提
出書類は、まとめ
て提出する。

各機器単位での提出
書類は、まとめて提
出する。

図-1 「機器設計製作図書」のまとめ⽅
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２.３ 「機器設計製作図書」の⽬次（例）
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【⽬次を作成する趣旨】
• 承諾時に提出する書類と完成図書作成時に整理する書類を明確にする。

（書類提出時期の平準化）
• 電気設備⼯事側と協議が必要な事項を明確にし、確実に機電合同打合せを

実施するように仕向ける。
• 製作着⼿時期を明確にする。
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注1 提出書類は、監督職員が承諾済みであることが確認できるように管理する。
注2 電気設備⼯事側と打合せが必要な書類には、電気設備⼯事の受注者への提出⽇と機電合同打合せが完了

した⽇を記⼊する。機電合同打合せ終了後、電気設備⼯事の受注者との打合せ結果を反映した書類を提出
する。なお、機械設備⼯事側で製作した歩廊・架台（以下歩廊等）に電気設備⼯事側で機器や配管類を
据付ける場合は、据付個所の強度やスペース、据付⽅法についても協議を⾏う。

注3 「完成図書として提出する書類」の欄は、監督職員の承諾を受ける書類は「☆」、完成図書作成時に提出
する書類は「★」で区別する。なお、この区別については、「機器設計製作図書（第1回）」の提出時に
監督職員と協議を⾏い決定する。

注4 基本設計・計算に関する図書は、設計図書に記載されている機器等の仕様を照査するためのものである。
注5 各機器に添付する計算書は、承諾図書に記載された機器の主要な構造について妥当性を確認するための

ものである。
注6 取扱説明書には、各種リスト（標準付属品（専⽤⼯具含む）、潤滑油、機器点検等）、故障の原因と

対策、塗装仕様等を記載する。

6

２.４ 「機器設計製作図書」の⽬次を作成するにあたり注意すること
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３．「施⼯設計図書」の提出⽅法

○施⼯設計図書の⽬次は、「機械設備⼯事必携（施⼯編）「施⼯設計図書の承諾申請書」作成要領（付則7）」
に基づいて作成し、監督職員に提出する図⾯および書類の構成について承諾を受ける。

施⼯設計図書の提出

完成図書の作成

施⼯着⼿の承諾

機電合同打合せ

【承諾時に提出】
⽬次、平⾯図、断⾯図、機器基礎図（架台図、はつり図、配筋図、アンカー施⼯図、詳細図）、
基礎計算書（主要機器の基礎計算書（躯体差筋（ダボ鉄筋）等の耐震計算を含む。））、
鋼製加⼯品設計書（主要架台の基礎計算書（基礎ボルト、躯体差筋（ダボ鉄筋）等の耐震計算を
含む。））、箱抜き図（箱抜き施⼯がある場合（配筋を含む））、配管施⼯図（配管図（サポート
位置および他⼯事の配管・ダクト・ラック・照明等との取合いを図⽰）、基礎図、スケルトン）

【完成図書作成時に提出】
サポート詳細図、塗装仕様書、防錆防露保温仕様書

※施⼯期間中に個別協議などで施⼯内容が決定した場合、改めて
施⼯設計図書として承諾図などを提出する必要はない。

維持管理動線、機器名称、連動等の確認

機電合同打合せに関する打合せ簿を確認

7



Japan Sewage Works Agency8

３.１ 施⼯設計図書の提出における「JS-INSPIRE」の活⽤

施⼯設計図書の提出

•⽬次と提出⽅針の協議
•施⼯内容の確認
•検査⽇

機電合同打合せ

完成図書の作成

施⼯着⼿の承諾

【選択する決裁ルートは、JS-INSPIRE活⽤マニュアルによる】
• JS-INSPIRE の「施⼯設計図書の承諾申請書」を選択し、JS-INSPIRE の⼯事打合せ簿（鑑）

に直接、協議内容（提出⽇）を記述する。この⼯事打合せ簿に「施⼯設計図書」を貼り付け、
決裁ルートを選択して発議する。

• 決裁（電⼦押印）等されたものは「施⼯設計図書の承諾申請書」に⾃動格納される。
• 対象施⼯内容ごとに発議し、監督職員の承諾を受ける。

【選択する決裁ルートは、JS-INSPIRE活⽤マニュアルによる】
• JS-INSPIRE の「施⼯承諾関係」から「その他」を選択し、JS-INSPIREの⼯事打合せ簿（鑑）

に機電合同打合せの議事録および各種打合せ資料を貼り付け、決裁ルートを選択して発議する。
• 機電合同打合せの議事録を監督職員が確認し、承諾する。
• 決裁（電⼦押印）等されたものは「施⼯承諾関係」の「その他」に⾃動格納される。

【選択する決裁ルートは、JS-INSPIRE活⽤マニュアルによる】
• JS-INSPIRE の「施⼯設計図書の承諾申請書」を選択する。JS-INSPIREの⼯事打合せ簿（鑑）

に「施⼯承諾図書」を貼り付け、決裁ルートを選択して発議する。
• 決裁（電⼦押印）等されたものは「施⼯設計図書の承諾申請書」に⾃動格納される。
• JS-INSPIRE上に保存された承諾済みの施⼯設計図書をもって、完成図書を作成する。

• JS-INSPIRE上に保存された「施⼯設計図書の承諾申請書」「現場施⼯に関する計算書」に格納
された書類および「その他」に格納された機電合同打合せの議事録を確認する。

• 書類の確認をもって承諾とし、施⼯の着⼿を指⽰する。

•打合せ資料
•打合せ⽇

•打合せ簿
•確認⽇
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３.２ 「施⼯設計図書」のまとめ⽅

〇提出書類は、PDFに変換して提出する。
〇提出書類は、図-２のとおり施⼯内容単位で各項⽬ごとにまとめて提出する。
〇各項⽬に該当する書類は、全ての書類をまとめて提出することが難しい場合には複数回に分けて提出する

ことができる。
〇「施⼯設計図書（第1回）」では、⽬次を提出して監督職員に⽬次構成（提出図⾯、書類等の構成が確認で

きるもの）の承諾を受ける。

図-２ 「機器設計製作図書」のまとめ⽅

箱抜き図

配管施⼯図
配管図

塗装仕様書・防錆防露保温仕様書

⽬次

機器基礎図
架台図
はつり図
配筋図
アンカー施⼯図
詳細図

基礎計算書
主要機器の基礎計算書

⽬次は、構成について監
督職員の承諾を受ける。

施⼯内容単位でまとめる。

施⼯内容単位で
まとめる。

機電合同打合せ⽤として、
機器名称、維持管理動線、
連動等の情報を電気設備
⼯事側に提出する。

機電合同打合せの結果は、
打合せ簿を作成して
提出する。
打合せ結果を施⼯設計図書
に反映し、監督職員の
承諾を受ける。

配管施⼯図
基礎図

配管施⼯図
スケルトン
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３.３ 「施⼯設計図書」の⽬次（例）

【⽬次を作成する趣旨】
• 承諾時に提出する書類と完成図書作成時に整理する書類を明確にする。

（書類提出時期の平準化）
• 電気設備⼯事側と協議が必要な事項を明確にし、確実に機電合同打合せを

実施するように仕向ける。
• ⼯事着⼿時期を明確にする。
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注1 提出書類は、監督職員が承諾済みであることが確認できるように管理すること。
注2 「完成図書として提出する書類」の欄は、監督職員の承諾を受ける書類は「☆」、完成図書作成時に

提出する書類は「★」で区別する。なお、この区別については、「施⼯設計図書（第１回）」の提出時に
監督職員と協議を⾏い決定する。

３.４ 「施⼯設計図書」の⽬次を作成するにあたり注意すること


